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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 外 部 か ら の 制 御 電 圧 に 応 じ て 容 量 値 が 変 化 す る 可 変 容 量 手 段 を 備 え た 電 圧 制 御 型 圧 電 発
振 器 で あ っ て 、
　 前 記 可 変 容 量 手 段 は 、 第 １ の 可 変 容 量 ダ イ オ ー ド と 、 該 第 １ の 可 変 容 量 ダ イ オ ー ド と 並
列 に 接 続 さ れ た 第 １ の コ ン デ ン サ と 、 第 ２ の 可 変 容 量 ダ イ オ ー ド と 、 前 記 第 １ の 可 変 容 量
ダ イ オ ー ド の カ ソ ー ド と 第 ２ の 可 変 容 量 ダ イ オ ー ド の ア ノ ー ド と の 間 に 挿 入 接 続 さ れ た 第
２ の コ ン デ ン サ と 、 前 記 第 １ の 可 変 容 量 ダ イ オ ー ド の ア ノ ー ド と 第 ２ の 可 変 容 量 ダ イ オ ー
ド の カ ソ ー ド と の 間 に 挿 入 接 続 さ れ た 第 ３ の コ ン デ ン サ と を 備 え て お り 、 前 記 外 部 制 御 電
圧 を 前 記 第 １ の 可 変 容 量 ダ イ オ ー ド と 第 ２ の 可 変 容 量 ダ イ オ ー ド に 対 し て そ れ ぞ れ 極 性 が
逆 向 き と な る よ う に 印 加 し た も の で あ る こ と を 特 徴 と す る 電 圧 制 御 型 圧 電 発 振 器 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 第 １ の 可 変 容 量 ダ イ オ ー ド と し て 、 複 数 の 可 変 容 量 ダ イ オ ー ド を 並 列 接 続 し た も の
を 用 い た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 電 圧 制 御 型 圧 電 発 振 器 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 第 ２ の 可 変 容 量 ダ イ オ ー ド と し て 、 複 数 の 可 変 容 量 ダ イ オ ー ド を 並 列 接 続 し た も の
を 用 い た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 又 は ２ に 記 載 の 電 圧 制 御 型 圧 電 発 振 器 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 第 １ の 可 変 容 量 ダ イ オ ー ド に 、 更 に 可 変 容 量 ダ イ オ ー ド を 直 列 接 続 し た こ と を 特 徴
と す る 請 求 項 １ 乃 至 ３ の い ず れ か に 記 載 の 電 圧 制 御 型 圧 電 発 振 器 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 第 ２ の 可 変 容 量 ダ イ オ ー ド に 、 更 に 可 変 容 量 ダ イ オ ー ド を 直 列 接 続 し た こ と を 特 徴
と す る 請 求 項 １ 乃 至 ４ の い ず れ か に 記 載 の 電 圧 制 御 型 圧 電 発 振 器 。
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